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厚生労働省保険局医療沫委託事業「平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」   

外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査 施設票  

外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査   

1調査目的  
▲ 外来管理加算の意義付けの見直しによる医凍機関への影響の把膵  

・外火脊拝加算の意義付けの見直しに上る患者への影響の把握   

＜調香のねらい＞  

※ 以下のラベルに、電話番号、ご回答者のお名前をご記入ください。また、施設名、所在地をご確認の上、記載  
内容に不備がございましたら、赤手きで修正してくださしヽ。ご記入1見いた電言古番号、お名前は、本調査の照会   
で使用するためのものであり、それ以外の目的のために使用することはございません。また、適切に保管・管  
理・処理いたしますので、ご記入くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。  

○外来管理加算の意義付けの見直しによる医療機関への影響の把握  

・外来管理加算の算定状況はどうか。  

・改定前後で患者数及び診療時間は変化したか。  

○外来管理加算の意義付けの見直しによる患者′＼の影響の把握  

・医師の説明内容に対する理解度はどうか「  

・診察に対する満足度はどうか。  洋本調査票は、施設の管理者の方と医師の方とでご相放の上＿ ご記入くたさい。ご回答の除は、あてはまる番号を   
○（マル）で邑んでください。  

※（ ）内には具体的な数値、用語等をご記入ください。（ ）内に入る数値がない堤合には「0（ゼロ）」を、   
算出できないまたは不明の場合は「－」をご記入ください。  

業調査時点は平成20年10月末あるいは質問に指定されている期間とします。  

1．貴施設の状況（平成ZO年10月末現在）についてお伺いします。  

■ 調査対象及び萌査方法  

く病院調香＞  

・全国の柄院の中から勇酎乍為抽出した1，500施設を対象とする。ただし、 般病床数が200床   

未満の病院とする〔  

r診療所調酒ン  

・全国の・般診療所の中から無作為抽出した2，000施設を対象とする〔   

く患者調香＞  

・病l完調査・診療所調査の対象施設に来院した患・〃‾を対象とし、1施設につき4字■を本別査の対   

象とする．  

く調香方法＞  

・自記式調香廃の郵送配布・回収とする．、   

■ 調査項目（中医協 検一2参照）   

■ 調査スケジュール  2．外来診療の状況（平成20年10月末現在）についてお伺いします。  

平成20年  平成21年  

9月  10月  1】月  12月  1月  2月  3月   

調査票の設計  
t調査票の楕討、調査客体の選定等  

銅査実施  
案計・分析  

報告書作成  
劇査検討委邑・会  

1．内科  2．外科  3．整形外科  4．形成外科  

1）外来診療を行って                   5．脳神経外科  6．小児科  7．産婦人科  8．呼吸器科   
いる診療科  

※あてはまるもの   
9．消化器科  10．循環器科  11．精神科  12．眼科   

すべてに0   13．耳鼻咽喉科 14．泌尿器科  15．皮膚科  

16．その他（具体的に  ）   

1．内科  2．外科  3、整形外科  4．形成外科  

②（〕）のうち  5．脳神経外科  6．小児科  7．産婦人科  8．Pf攻器科   

主たる診療科   9．消化器科  10．絹環器科  11．精神科  12．眼科   

※○は1つだけ   13．耳鼻明喉科 14．泌尿器科  15．皮膚科  

16．その他（具体的に  ）  



診療所票  診療所栗  

3．外来管理加算の算定状況等（平成20年10月未現在）についてお伺いします。   
③上記②で選んだ診療科（主たる診療科）の表示している診療時間を24時間表記（例．午   

後3時は「15：00」）でご記入ください。   

1．診療してし1る  （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

月曜日               2、診療してtlない   （  ）：（  ）～（  ）：（   ）  

（  ）：（  ）～（  ）：（  ）   

1▼ 診焼している  （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

火曜日                2．診痴し．ていない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）ニ（  ）～（  ）：（  ）   

1．診偏している  （  1（  ）～（  ）：（  ）  

水曜日               2．診療していない   （  ）（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）二（  ）～（  ）：（  ）   

1．詣疾している  （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

木曜日               2．診敏していない   （  1（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）（  ）～（   ノ：（  ）   

1．診療している  （  ）二（  ）～（  ）：（  ）  

金曜日               2．診療していない   （  ）：（  ）～（   ト（  ）  

t   ）：（  ）～（  ） t   ）   

1．診療している  （  ）（  ）～（  1：（  ）  

土曜日               2．診療していない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（  ）～（  ）：（  ）   

1，診療し．ている  （  ）ニ（  ）へ一（  ）：（  ）  

日曜日               2．診療∴．ていない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（   ）（  ）（一（   ）：（  ）   

1．診療している  （  ）（  ）～（  ）：（  ）  

祝祭日               2．診療していない   し   1（  ）〆、－（  ）：（  ）  

（  ） t   ）へノ（  1：（   ）  

却「外来管理加算」の算定をしていますか。  

※○は1つだけt「2．現在は算定」ていない」場合は、算定をやめた理由をご記入ください。「3．算定し  
ている」場合は、算定開始時期をお選びください。  

1． 平成20年：1月以前から算定したことがない → 6ページ4．碇へお進みください  

2． 平成20年ニー月以前は算定していたが、現在は肯定していない   

‾頼やめた理由 

〔  
→ 6ページ4．・勘へお進みください  

3． 算定している →（1．平成2∩年3月以日柏、ら 2．上控成2n午1月以降から）  

〕  

→ 次の質問②へお進み〈ださい  

②外来管理加算を算定した患者全島に対して必ず行っている診療内容にあてはまるのは、次のうちどれです   

か。   
Ⅹあてはまる番号すべてに○  

1．問診  

2．身体診察（視診、聴診、山診及び触診等）  

3．症状・状態について〝）説明  

今後の治療方針についての説明  

生花上の注意や指牒  

処方ナる薬についてJ〕説明  

患者【ソ）悩みや不安・疑問へ1ソ）対応  

その他．  休的に  

（診外来管理加算を算定している患者1人当たりの診察を行っている晴間＊は   

どの〈らいですか。   
※おおよその時間で麺吉梓です？具体的に敢芋を記入してください。  

宗‘、勺（  ）分  

＊「診察を行っている時間」とは   

患者が診察室に入室した時点を診察開始時間、退室した時点を診翠終了時間とし、その間一貫して   

医師が患者に対して問診、身体診察、療養上の指導を行っている場合の時間を指しますn  

1）外来担当医師数（常勤換算）  

※小数点以下篇1位まで   
（  ）人  

2）外来診療実日数（例．半日診療の場合は「0．5」）   t  
※小数点以下貫】位まで   

）日  

3）医師全点の合計診療時間  し  
※小数点以下宗2位まで   

）時間  

4）すべての外来患者延べ人数 （下記5）＋6））  （  ）人   

5）4）のうち初診患者数   し  ）人  

5）4）のうち再診患者延べ人数   ／  ） 人   

7）外来管理加算の算定回数  「  ）ロ  

4一 平成20年4月の診療報酬改定では、以下のように、外来管理加算の意義付けの見直しが行わ  

れま」た。  

■外来管理加算の意義付けの見直しの内容■   

平成20年4月の診療稚酬改定では、「外来菅野知嚢宣見直し、外来で継続的な治療管理を要す  

る患者に対し、医師が患者の療養上の疑問に答え、疾病・病状や療養上の注意等に係る説明を懇  

切丁寧に行うなどの、療養継続に向けた医師の取組への評価とする」として、外来首座加′汽の音  

義付けの見直しが行われました「また、外来管理加算について懇切丁寧な説明を行うこととして  

概ね5分とする目安が要件とされましノたで  

以下では、この外来管理加算の意義付けの見直しによる影響についてお伺いします。  

4  

3   



F  

診療所票  診療所票  

けの見直しによって、貴院ではどのような変化がありましたか。   
※「大いにあてはまる」を「5」、「全くあてはまらない」を「1」として5段階で評価し、該当の番号にそれ   

ぞれ○を1つだけつけてください。  

大  や  
い  や  
に  

ど ち  全 く  

あ て  あ  
て  は  

ま  は   
し1  

ス．  

る  
ら と も   な い  同 り あ 喜 違 い    あ て は 亭 b な い   

】）より詳細に身体診零等を行うようになった   5   4   3   2   

2）患者に説明をよりわかりやすく、丁寧に行うようになった  5   4   3   2   

3）症状や説明内容に対する患者の理解度が高まった   5   4   3   2   

4）患者の疑問や不安を以前より汲み取るようになった   5   4   3   2   

5）患者1人当たりの診察時間が長くなった   5   4   3   2   

6）診療時間の延長が多くなった   5   4   3   2   

7）患者の待ち時間が長くなった   5   4   3   2   

8）自己負担が高くなるため、5分以内の診療を求める患者が   

増えた   
5   4   3   2   

9）その他   

〔 

具体的に  

5   

4   3   2   

③外来管理加其の意義付けの見直しにより、外来管理加算を算定するためには、患者に対して「懇   
切丁寧な説明」を行うこと、それは概ね5分を超えることが算定要件となりましたが、「懇切丁   
寧な説明」としてどうあるのがよいと思いますか。※貴方のお考えに最も近いものに1つだけ○  
をつけてください。   

く懇切丁寧な説明の項目＞  
b．身体診察（視診、聴診、打診及び触診等）  

d．今後の治癒方到に一ついての説明  

f．処方ナる豪についての説明  

問診  

拝状・状態についての説明  

生活上の注意や指導  

患者の悩みや不安・疑問への対応  

1．ナべての項巨＝こついて、診療の都度、毎回実施するべきである →質問④へお進みください   

2．すべての項目について、診療の都度ではなく数か月にl回など、定期的に実施するペきである  

→質問④へお進み〈ださい  

3．患者が懇切丁寧な説明を求めた時に、すべての項目について実施するべきである  

→質問④へお進みください  

4．項目毎に異なる頻度で実施するべきである →箕間・③－1へお進み〈ださい  

③－1上記③で選択肢「4，項目毎に異なる頻度で実施するべきである」を選択した方にお伺い  
します。下記り ←4）について、実施するべき項目にあてはまるもの全てのアルファベ  

ット（a～g）に○をつけてください。また、「その他」として実施するべき内容があれ  

ば、具体的に記入して〈ださい。  
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②上記・お以外に∴外来管理加偶の意i付けの見直しによる経営上（収入面等）の変化があれば、具体   

的にお書きください。  

l）毎回実施するぺき項目  

2）数か月に1回など、定期的   

に実施するべき項目  

3）患者が懇切丁寧な説明を   

求めた時に実施するぺき   

項目  

4〉 患者の状態の変化等に   

より、医師が必要と判断  
した時に実施するべき   
項目  

→質問④へお進みください   



病院票  診療所票  

厚生労働省保険局医療誅委託事業「平成20年産診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」   

外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査 施設票  ④「外来管理加算」について課題等がございましたら、自由にお書きください。  

※以下のラベルに、電話番号、ご回答者のお名前をご記入ください。また、施設名、所在地をご確認の上、   
記載内容に不備がございましたら、赤書きで修正してください。ご記入頂いた電言古番号、お名前は、本調   
査の照会で使用するためのものであり、それ以外の目的のために使用することはございません。また、適   
切に保管・管理・処理いたしますので、ご記入ください吉すよう、よろしくお願い申し上げます。  

洋本調査票は、施設の管碑己入くださいっ ご回答の際は、あてはまる   
番号を○（マル）で囲んでください。  

※（）内には具体的な数値、用語等をご記入ください。（）内に入る数値がない場合には「0（ゼロ＝   
を、算出できないまたは不明の場合は「－」をご記入ください。  

※調査時点は平成20年10月末あるいは質問に指定されている期間とします。   

1．貴施設の状況（平成20年10月宋現在）についてお伺いします。  

コ）開設者   1．国立  2．公立   3．公的   4．社会保険関係団体  

5＿ 医療法人  6，個人   7．学校法人 8．その他の法人   

笠許可病床数   一般病床  療重病床  精神病床  結核病床  感染症 病床   計  

床   床   床   床   床   床   

③隠負数（常勤換算）  医 師  歯科医師  薬剤師  看孟呈職員  その他   計  

人   人   人   人   人   人   

課外来担当医師敢  
（常勤換算）   

（  ）人   

常勤換算については、以下の方法で算出してください。また、常勤換算後の職員遊lかト致点以下宗1睦までお答えください。   

■l週間に数回勤務の埠含＝（非常勤職員の1週間の勤務時軌 ÷（貴施設が定めている常勤職員の1週間の勤務時間）   

■1か月に数回勤務の場合＝く非常勤職員のlか月の勤務時間）÷こ貴施設が定めている常勤随員の1週間の勤務時間×右   

2．外乗診療の状況（平成20年10月末現在）についてお伺いします。  

1．内科  2．外科  3．整形外科  4，形成外科  

：〕二】外来診療を行って                  5．脳神経外科  6．小児科  7．産婦人科  8．呼吸器科   

いる診療科  9．i酎ヒ紫料  10．循環器科  11．精神科  12．肥料   
※あはまるものすべて            ．て  

に○   13．耳鼻咽喉科 14．泌尿器科 15．定借科  

16．そ（／）他（具体的に  ）   

1，内科  2，外科 3．整形外科  4．形成外科  

②上記∝・のうち  5．脳神経外欄  6．小児科  7．産婦人科  8．呼吸器科   

主たる診療科   9，i削ヒ器科  1D 循環器科  11指押掛  12 眼斜   

※C〉は1つだけ   13．耳鼻咽喉科 14．泌尿器科  15．皮膚科  

16．その他（具体的に  1  以上でアンケートは終わります。こ協力いただきまして、ありがとうございました。  

6  



病院票  

③上記②で選んだ診療科（主たる診療科）の表示している診療時間を24時間表記（例．午後3時は「15：   
00」）でご記入ください∩   

1．診療している   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

月曜日                   2．診療していない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（  ）～（  ）：（  ）   

1．診療している   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

火曜日                   2。診療しノていない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（  ）～（  ）：（  ）   

1．診疾している   （  ）：（  ）～（  ）ニ（  ）  

水曜日                   2．診療していない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（  ）～（  ）：（  ）   

1．診療している   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

木曜日                   2．診療していない   （  ）：（  ）～（  ）ニ（  ）  

t  ）：（  ）～（  ）：（  ）   

1．診療し■ている   l（  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

金曜日                   2．診癒していない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（  ）～（  ）：（  ）   

1．診療している   I（  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

土曜日                   2、診療していない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（  ）～（  ）：（  ）   

1．診療している   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

日曜巳                   2．診療していない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（  ）～（  ）：（  ）   

1．診療している   l（  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

祝祭日                   2．診療していない   （  ）：（  ）～（  ）：（  ）  

（  ）：（  ）～（  ）：（  ）   

10   



病院票  

α外来管理加主の意裏付けの見直しによって、貴院ではどのような変化がありましたか。   
丼「大いにあてはまる」を「5」、「全くあてはまらない」を「1」として5段階で評価し、該当の番号にそれ   

ぞれ○をつけてください   

大  や  
い  や  ど ち  全 く  

に あ  
て  あ て は  

ら と  リ あ て  あ て  

ま  は   も し、 ス，  

は  は ま  
ま   ら  

る  な  な  
い   い  い  

l）より詳細に身体診察等を行うようになった  5   4   3   2   

2）患者に説明をよりわかりやすく、丁寧に行うようになった  5   4   3   2   

3）症状や説明内容に対する患者の理解度が蔑まった   5   4   3   2   

4）患者の透間や不安を汲み取るようになった   5   4   3   2   

5）患者1人当たりの診察時間が長くなった   5   4   3   2   

6）診療時間の延長が多くなった   5   4   3   2   

丁）患者の待ち時間が長くなった   5   4   3   2   

8）自己負担が高くなるため、5分以内の診療を求める患者が   
5   4   3   2   

増えた   

9）その他   

〔 

具休的に  

5   

4   

3  L2   

②上記貞）以外に∴外来管理加美の意義付lナの見直しによる経営上（収入面等）の変化があれば、具体  
的にお書きください。  

4．平成20年4月の診療報酬改定では、以下のように、外来管理加算の意♯付けの見直しが行  
われました。  

｝外来管理加算の意義付けの見直しの内容■   

平成ユ0年1月の診療報酬改定では、「外来管理加簡を見席し、外来で継続的な治療管理を要  

する患者に対し、医師が患者の療養上の疑問に答え、疾病・病状や療養上の注意等に係る説明  

を懇切丁寧に行うなどの、療養継続に向けた医師の取組への評価とする」として、外来管理加  

帯♂）音義付けの且碍Lが寺7わjtましたチまた、外来管理加算について懇切丁寧な説明を行うこ  
璽  
暮  

＿【＿，▲＿【＋＋j  

ととして概ね5分とする目安が要件とされました一、  

以下では、この外来管理加算の意義付けの見直しによる影響についてお伺いします0  

12   11  



病院票  病院票  

（誅外来管理加算の意t付けの見せしにより、外来管理加算を算定するためには、患者に対して「懇   
切丁寧な説明」を行うこと、それは概ね5分を超えることが算定要件となりましたが、「懇切丁   
寧な説明」としてどうあるのがよいと思いますか。※貴方のお寺えに最も近いものを1つだけ○  
をつけてください。   

＜懇切丁寧な説明の項目＞  

④「外来管理加算」について課題等がございましたら、自由にお書きください。  

問診  

梓状・状態に／ついての説明  

生活上の注意や指噂  

患者の悩みや不安・疑問への対応  

b．身体診察（視診、聴診、打診及び触診等）  

d．今後の活庵方針についての説明  

f．処方する典についての説明  

1．十べての項目について、診療の都度、毎回実施するべきである →寅間④へお進みください   

2．すべての項目について、診療の都度ではなく敦か月に1ロなど、   

定期的に実施するべきである  →賞間④へお進みください   

3．患者が懇切丁寧な説明を求めた時に、すべての項目について   

実施するべきである  →賞間④へお進みください   

4．項目毎に異なる頻度で実施するべきである →寅間③－1へお進みください  

（診一1上記③で選択肢「4．項目毎に異なる頻度で実施するべきである」を選択した方にお伺い  

します。下記1）～4）について、実施するべき項目にあてはまるもの全てのアルファベ  
ット（∂・－・g）に○をつけてください。また、「その他」として実施するぺき内容があれ  

ば、具体的に記入してください。  

症
状
・
状
態
に
つ
い
て
の
 
 

説
明
 
 

処
方
す
る
薬
に
つ
い
て
の
 
 

説
明
 
 

患
者
の
悩
み
や
不
安
・
疑
 
 

問
へ
の
対
応
 
 

身
体
診
察
（
視
診
、
聴
診
、
 
 

打
診
及
び
触
診
等
）
 
 

今
後
の
治
癒
方
針
に
つ
い
 
 

て
の
説
明
 
 

生
活
上
の
注
意
や
指
導
 
 

そ
の
他
 
 

（
具
体
的
に
お
書
き
く
だ
 
 

さ
い
）
 
 

り 毎回実施するペき項目  

2）敷か月に1回など、定期的   

に実施するべき項目  

3）患者が懇切丁寧な説明を   
求めた時に実施するべき   

項自  

4）患者の状態の変化等に  

より、医師が必要と判断  
した時に実施するべき  

項∃  

→質問④へお進みください  

以上でアンケートは終わります。こ協力いただきまして、ありがとうこざいました。  

7  
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平成20年11月  

各位  

厚生芳働省保憾混医疾え某妻託市業ト′二成20年度診療報酬改定の結果検証に係ろ特別調香」  

「外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査（患者調査）」  

ご協力のお願い   

ユ、】現の方  

この調査にご回答いただくのは、病院・診療所で診察を受けられた再診の患者   

様です。「外来管理加算】を請求されなかった患者様も対象‾ごす、、  

・検査やリハビリ、処置、放射線治療等を受けた患者様は、本訴ほ津）軒数者で注   

ございよせん、、  

回答期限・返送方法   

お手数ではございますが、調査票にご記入の上、一緒にお配りしており呈す「返  

信用封筒（切「は不要です）」を使用Lて、  

平成20年12月18日（木）ま  甲・速でございますが、平成20年4月に診癖報酬が改定されまLたし，   

二の改定による影響を検証するため、この度、厚生労働大臣の諮問機関である中央  

社会保険医療協議会（以下、中医協）における診療報酬改定結果検詭部会のもと、「外  

来管理加眉の意義付けの見直しの影響調査」が実施されることとなりました。このア  

ンケート調査は、その一環とLて、本日、お受けになった診察内容を巾心におうかが  

いするものです。また、調査の結果け、中医協における診療部酬改定の議論の際の人  

空室要な資料となります，なお、調査結果はとりまとめの上、公表いたしますが、と  

りまとめ及び公表に際しては個人情報等に配慮いたしますとともに、調査実施の趣旨  

以外♂ノ）口的で龍使用いたしません。   

／つきましては、ご多用の折、大夏恐縮でございよすが、木調査の趣旨をご理解の上、  

ご協力賜りますよう、何卒お願い申しF．げます。  

お近くのポストにご投函してください。  

回苔万ミi－   

ご回答の際に旺、あて仁上まる番号をC≡（てル）で囲んでください。特に記載が   

ない慶合は、最もよくあてはまる番：J旦二三だ止：こ（〕をつけてくださいし、   

（ ）内には具体的な数帖・用語等を記入してください  

このアンケート調宜は、厚生労働省保険局医療課より委託を受けた二菱しTFJリサ  

ーチ＆コンサルティング株式会社が実施するもの■ごすt．本調査で、ご不明な′七、等がこ  

ざいょしたら、下記阜務局二上でお問い合せください、、  

☆★☆お問い合わせ先☆★☆  
外来管理加算とは・・・  

、＼   

厚生労働省保険局医療課委託事業  

「平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」事務局  

〒108－8248 東よ都港区港南2－16－4 品川グランドセントラルタワー  

ニ菱しF．丁リサーチ＆コンサルティング妹式会社 経済・社会政策部内  

R－m石1：ka＝【日掛皿「（∴」p   

TEL：03－6711－1380（受付時間10：00～17：00l二日・祝日を除く）   

FAX：03－6711－1291  

2回目以降の診察（「再診」といいます）のときに、医怖が問診・身休診察なせから計画的  

な医学官コ彗を子了った場合、「外来管理加算」（520トリ、自己負担はこのうち例えば3割負担  

の患者の場合、156円となりますノ が．恕者に請求できることになっています「今までは、  

その捏供される医療サービスの内需が患者にとって実感しにくいといった指摘等がありまし  

た一そこで、平成20咋4月から、こ（1）「外来管理加算」（ハ意義イ車十を見直し、医師が問診、  

身休諺察、症状・病状についての説明、今後の治療力針、牛活上の注意や指導、処上された  

薬の説明、悩みや不安への相談等に／）いて懇切丁■苧に説明を行った場合に、患者に請求でき  

るものと変更されました【この懇切丁寧な説明に係る時間としておおむね5分といった目安  

が設けられました「  

以上   
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患者票  

＜このページは1年以上、同じ医療機関の同じ診療科に通院した方（質問⑥で  

「6．1年以上」に○がついた方）におうか力ていします。それ以外の方は3ページの  

2．質問日）にお進み＜ださい。＞  

患者票  

厚生労働省保険局医療課委託事業「平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」   

外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査 患者票  

1．あなたご自身についておうかがいします。  

1．男性  2．女性  

（  ）歳  

⑧3月以前と比べて今年4月以降の診療についてどう思いますか。皇脚   
て、あてはまろものを1つだけ○モつけてください。  

1．内科  2．外科  3．整形外科  

4．形成外科  5．脳神経外科 6．小児科  

7．産婦人科  8．呼吸器科  9．消化器科  

10．循環器科  11．精神科  12．眼科  

13．耳鼻咽喉科 14．泌尿器科 15．皮膚科  

16．その他（具体的に  

（1）症状・状態についての医師からの質問（問診）や聴診器で聴いたり、点眼する   

などの医師の診察（身休診察）  
③本日診察を受けた   

診療科   

※○は1つだけ  
※この用紙を受け取った   
診療科に○空つけてぐ   
ださい。  

1．3月以前よりも丁寧（ていねい）   2．3月以前と変わらず丁寧  

3．3月以前と変わらず丁寧ではない  4．3月以前よりも丁寧ではない  

（2）症状▲状態についての医師からの説明  

1．3月以前よりもわかりやすい  2，3月以前と変わらずわかりやすい  

3．3月以前と変わらずわかりにくい  4．3月以前よりもわかりにくい  
1．高血圧  2．糖尿病  

3．高脂血症  4．風邪・気管支炎  

5．ぜんそく  6．花粉症などのアレルギー疾患  

7．皮膚炎・湿疹  8．腰痛・腰痛などの関節痛  

9．がん  10．白内障・緑内障  

11．その他  

（彰③の診療科には、ど   

のようなご病気で   

診察を受けました  

か。（主な病名）  

（3）今後の治療方針・生活上の注意や指導についての医師からの説明  

1＿ 3月以前よりもわかりやすい  2．3月以前と変わらずわかりやすい  

3．3月以前と変わらずわかりにくい  4．3月以前よりもわかりにくい  

（4）処方された実についての医師からの説明  

1，3月以前よりもわかりやすい  2．3月以前と変わらずわかりやすい  

3．3月以前と変わらずわかりにくい  4．3月以前よりもわかりにくい  
⑤現在のご病気（④の   

回答）で杢旦豊農五   

里吐圭診療科（③の   

回答）に通院してい  

る頻度  
※○は1つだけ  

1＿ 初めて  2．週に1回程度  

3．2週間に1回程度 4．1か月に1匡l程度  

5．2か月に1回程度 6．年に数回程度  

7．その他（具体的に  

（5）あなたの悩みや不安についての相談  

1．3月以前よりも相談に応じてくれる  2．3月以前と変わらず相談に応じてくれる  

3．3月以前と変わらず相謝二応じてくれない 4．3月以前よりも相談に応じてくれない  

（6）診察時間（医師が直接診察してくれる時間）  

2．3月以前と変わらなし＼  1．3月以前よりも長くなった  

3．3月以前よりも短くなった   

⑥現在のご病気（④のご回答）で、本日診察を受けた診療科（③のご回答）に通院   
するようになって、どのくらいですか。 ※○は1つだけ  

1．初めて  2．1か月未満  

3．1か月以上－3か月未満  4．3か月以上－6か月未満  

5．6か月以上～1年未満  6．1年以上→（およそ  年くらい）  

7．わからない  8．その他（具体的に  ）  

（7）待ち時間（診察までの待ち時間、会計の待ち時間は含みません）  

2．3月以前と変わらない  1．3月以前よりも長くなった  

3，3月以前よりも短くなった   
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患者票  患者票  

＜すべての方におうかがいします。＞   

2．本日の診察の状況等についておうかがいします。  

⑥本日の診察で、医師の説明内容は丁寧でしたか。  ※○は1つだけ  

1．とても丁寧だった  2．丁寧だった  

3．どちらともいえない  4 あまり丁寧ではなかった  

5．まったく丁寧ではなかった  6．その他（具体的に  
G）本日の診察時間＊はおよそ何分でしたか。  

※時間がわからない場合は「1わからない」に○をつけ  

て〈ださい。  一→1．わからない  

＊診察時間とは・・・診察室に入り、医師力＼ら直接、問診や身体診察を受けたり、医  

師へ質問したり、医師から説明を聞いたりした後、診察室を出る  ⑦本日の診察で、医師の説明内容が理解できましたか。 ※○は1つだけ  

までの時間です。待ち時間や会計の時間などは含  れません。  1．十分に理解できた  2．だいたい理解できた  

3．あまり理解できなかった  4，まったく理解できなかった  

5．説明を受けていない  

6．その他（具体的に  

②本日の診察（①の回答）で、医師から受けた診察内容について、虹埋草るものすべて   

に○をつけてください。  

度
 
 

1 問診（あなたの症状・）i人態などについての医師からの質問）  

2＿ 身休診察（聴診器で披く、さわって腫れ（はれ）や痛みの程  

推かめるなど、医師が患者の身体に、此接．上たは間  
的にふれながら診察する）  

3．症状・状態についての医師からの説明  

4，今後の治療方針についての医師からの説明  

問診・  

身体診察  3．「外来管理加算」についておうかがいします。  

外来管理加算とは・・・  

2回目以降の診  診」といいます）のときに、匡‘和が問診・身f本診察などから計画  

5．生活上の注意や指導（食事や睡批、運動な  
の説明）  

6 処方された薬についての医師からの説明  

7．悩みや不安・相談への医師の対応  

8．その他（具体的に  

力 師 匠 〃Y て  つ に り）  説明内容  的な医学管理を打った場合、「外来管理加算」（52〔＝」、｛己負担はこC′′）うら例えば3割負  

撞の患者‘ク〕場合、156い」となります）が患者に詣求できることになってい烹す∴今までは、  
その提供される快癒サービスの内案が患者にとって実感Lにくいといった指摘等がありま  

した「そこで、平成20イド4．［から、ニの「外来管理加算」の意義イ、」■けを几直し、  

「医師が問診、身体 診、症状・病、についての説明、今後の治療方針、生活  
上の注意や 、処方された のき一明、馳旦蚤曇への   について．切T  
寧（こんせっていねい）に説明を行った場合」に、患者に請求できるものと変更さ  

れました「この懇切丁寧な説明に係る時間としておおむね5分といった時間の目安が  

設けられました「  

①こうした懇切丁寧な説明のおおむね5分とし＼う時間の目安について、あなたの   

③本日の診察内容に満足していますか。  ※○は1つだけ  

1．とても満足している  2．満足している  

3．どちらともいえない  4．不満である  

5．とても不満である  

お考えに最も近いもの1つに○をつけてくださし＼。  

1．時間の目安は必要だ  → 質問①－1にお進みください。  

2．時間の目安は必要でない → 質問②にお進みください。  

①－1上記①で「1．時間の目安は必要だ」を選択した方におうかがいします。  

懇切丁寧な説明を行う時間として、あなたのお考えに最も近いもの1  

つに○をつけてください。  ⑤本日の診察で、医師の問診や身体診察は丁寧（ていねい）でしたか。※○は1つだけ  

1 とても丁寧だった  2＿ 丁寧だった  

3．どちらともいえない  4．あまり丁寧ではなかった  

5．まったく丁寧ではなかった  6．その他（具体的に  

1．5分より短く  2，5分くらい  3．5分より長く  

→ 質問②にお進みください。  
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患者票  患者票  

④その他、外来管理加算（医師の懇切丁寧な説明、診察時間等）について、ご意見   

がございましたら、ご記入ください。   
②外来管理加算について、回答欄の番号1．～9．の中から、あなたのお考えに最も   

近いもの1つに○をつけてください。  

また、2＿、4．、6．、8．を選んだ方は、実施してほしい内容を以下のく懇切丁寧   

な説明の項目＞の四角囲みの中から選び、回答欄の（）内のあてはまる文字（ア．   

～キ．）に○をつけてください（○はいくつでも）。  

＜懇切丁寧な説明の項目＞  

ア．問診（あなたの症状・状態などについての医師からの質問）  

イ．身体診察（聴診器で聴く、さわって腫れ（はれ）や痛みの程度を確かめる  

など、医師が患者の身体に、直接または間接的にふれながら  

診察する）  

ウ．症状・状態についての医師からの説明  

エ．今後の治療方針についての医師からの説明  

オ．医師からの生活上の注意や指導  

力．処方された薬についての医師からの説明  

キ．悩みや不安の医師への相談  

1．通院毎にすべての項目を実施してほしい   

2．通院毎に一部の項目を実施してほしい   

→実施してほしい項目すべてに○（ア．、イ．、ケ、エ．、オ．、力．、キ．）   

3．数か月に1回など、定期的にすべての項目を実施してほしい   

4．敷か月に1風など、定期的に一部の項目を実施してほしい   

→実施してほしい項目すべてに○（ア．、イ＿、ウ．、エ．、オ＿、力．、キ．）   

5．症状の変化があったときのみ、すべての項目を実施してほしい   

6．症状の変化があったときのみ、一部の項目を実施してほしい   

→実施してほしい項目すべてに○（ア．、イ．、ウ．、エ．、オ．、力‥ キ．）   

7＿ 自分が求めたときだけ、すべての項目を実施してほしい   

8．自分が求めたときだけ、一部の項目を実施してほしい   

→実施してほしい項目すべてに○（ア．、イ．、ウ‥ 工．、オ．、力‥ キ．）   

9＿ その他（具体的に  ）  

以上でアンケートは終わりです。こ協力いただきまして、ありがとうございまし  
た。   
調査専用の返信用封筒（切手は不要です）にアンケートを入れ、お近くのポスト  

に12月18白（木）までに投函してください。  

ト  
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2．現状  

基本診療料の検討の進め方について（案）  平成20年度診療報酬改定に係る答巾案の附帯古見において、「初・再診料、外  

来管理加算、入院基本料等の基本診療科については、7k準を含め、その…こ  

ついて検討を行い、その結果を今後の診療報酬改定に甜火させること」とされて  

いるり  

これを踏まえ、6月4日の鞘こおいて、初・再診料について壷   

壷を行ったところ。  

また、現存、検証部会において、外来管理加算の意義付け♂）見直しの影響調・査   

を実施しており、年度卜問わられるjl定  

このほか、日本医抑会が、外来管理加算に関するアンケート調香を実施Lてお  

り、12」」「「′白山こ調香結果が触りまとめられる予言  

1．前回（11月5日）の議論の概要  

こ）外来管理力［算の見直しにより想定以上に大幅な減収を強いられている。且杢医  

師会として緊急調査を＝一つており、調査が‘まと、まった段階で議論をさせていただ  

きたい。  

○ 瞑療現場は生きているので、できるだけ早く検証しなくてはいけない。  

こ）次回改定を待たザに見直しを行うのはいかがなものかし、見直しを前程として、  

そのような議題を取り上げるべきではない。  

○ 想定以上に増収に瑚しば、公平感もあり、議論に値  

「－てL  

0 現時点では、マクロとして害えるのは、改定率と全体の医療費の増減について  

であり、特瑚なものか、、  

○ 診療所の再診料を下げるべきとの議論があったなかで、外来管理加算の見直L  

を行ったことも踏まえた議論をする必要がある。  

○ 外来管理加算の見止しにより、患者の目線‾ご見たときにどのような影響があっ  

たのかなど、総合的な議論を＝行うべきu  

O 基本診療料のあり方を検討するという課題があるので、その｝で、調査山容を  

ご披露いただくこととしたい∴（会長まとめ）  

3．検討の進め方   

・各種調査がまとまる時期を踏まえ、基／麟、で、適宜検討を了j  

。  

検討対象は、外来管理加算に限定するもの‾ぐはノ1く、某不語原料全体を対象と  

する。   




